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みんなで創ろう！ 税理士の未来
私たち税理士には、
「税務に関する専門家」としての社会的使命が求められます。

それに応えるためにも、税理士は
◆税理士法第１条（税理士の使命）を堅持し、

◆「納税義務の適正な実現」を図るべく、

◆納税者の信頼にこたえられる資質を維持向上し、

◆税理士制度の発展につとめるべきです。

●税理士という職業を「夢」のあるものにしたいと考え
る、見識ある税理士の集まりです。

●充実した研修会や和やかに集える懇親会を開催する
ことにより、会員相互の交流・情報交換を行っており
ます。また、45歳以下の税理士で組織する「青年
部」を有します。

●そして、何よりも、私たち税理士の未来のために真摯
に会務にあたってくれる人材を、近畿税理士会に推
薦することを第一義としています。

近税正風会は、近税正風会は、
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新年のご挨拶
 ● 近税正風会会長
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第45回定期総会
令和２年新春研修会並びに登録者歓迎会のご案内
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　令和２年の新春を迎え、近税正風会
会員の皆様方に謹んで年頭のご挨拶
を申し上げます。また、平素は近畿税理
士会の会務運営に対しまして格別のご
理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。さらに、昨年の近畿税理士会の役
員選挙に際しましては、近税正風会の
ご尽力をもちまして、被推薦者全員が
無投票で当選することができました。
茲に重ねて御礼を申し上げます。
　さて、ここ数年は、気候変動の影響
なのか大きな被害を残す自然災害が増
加しております。昨年の台風や大雨の
被害にあわれました皆様方に心からお
見舞い申しあげるとともに、一日も早い
復旧復興をお祈りいたします。さらに、
米中の貿易摩擦や周辺諸国との関係
悪化等、日本を取り巻く世界情勢は緊
迫したものがありました。しかし、今年
は東京オリンピック開催の年です。日
本全体がOneTeamとなり新しい時代
が希望に満ちた幕開けとなることを、
皆様方とともに願いたいと思います。
　令和という元号は法規と調和を意味
しているそうです。税理士の使命に則
り、和の精神に基づく対話と協調によ
り、税理士会の活力ある会務の執行に
寄与するという、まさに近税正風会の
基本理念そのものと言えます。これか
らも益々税理士会の諸事業にご支援ご
協力をお願いいたします。
　今後、税務行政だけでなく社会一般
でICT化が加速度的に進み、経済社会

　新年あけましておめでとうございま
す。令和2年の年頭にあたり、近税正風
会会員の皆様方に謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　さて、ハイテクデジタルの次世代覇
権を巡る争いである米中貿易戦争は
未だ明確な終結点は見えず、拡大を続
けるプラットフォーマーへの適正な規
制と課税問題・保護主義やポピュリズ
ムの台頭・秋の米国大統領選挙の結
果・英国のEU離脱問題・イラン問題・
香港問題等今年の世界の政治・経済に
多大な影響を与える問題が山積みし、
不透明な時代となっています。また、
5G・AI・IoT・自動運転・ゲノム解析・
量子コンピューター等新しい技術の進
展による新しい時代の幕開けが始まろ
うとしています。
　しかし、このような時こそ、必要な情
報をどう収集し、情報を基に適切な分
析を行い、分析に基づき正しい企業の
方向性を決断できるよう、私達税理士
は中小企業の良きアドバイザーとして
活躍しなければならないと思っており
ます。
　さて、昨年4月の近畿税理士会の役
員選挙におきまして、役員総数111名
の内、当会推薦の杉田会長をはじめ、

93名の候補者全員が無投票で当選す
る事が出来ました事は、当会に深いご
理解とご支援ご協力を頂いております
会員先生方のお蔭であり、本当にあり
がとうございました。
　さらに、日本税理士会連合会の会長
選挙は神津会長の3選目が承認されま
したが、この会長選挙におきましても、
当会は一定の役割を果たす事が出来
ました事を報告させて頂きます。
　また、当会の会則が変更され、会務
の執行機関は会長と8名以内の執行副
会長による集団指導体制に移行すると
共に、審議決定機関として「審議会」が
設置され、執行機関と明確に区分され
る事になりました。さらに、次世代を担
う若手税理士の支援・育成事業にも力
を注ぎ、若手税理士が当会に入会する
メリットを積極的にアピールし、会員増
大と当会の更なる発展に力を注ぎたい
と思っております。
　結びにあたり、近税正風会会員の皆
様におかれましては、健康に留意され
まして、ご家族共々に健やかなる佳き
年を迎えられますとともに、事業のご繁
栄をお祈り申し上げまして、新年の挨
拶とさせて頂きます。

もますます複雑化していきます。そう
いう状況に対し、税理士制度が如何に
あるべきか、それぞれの税理士はいか
に対応すべきかについて、早急に検討
しなければなりません。
　昨年は消費税率アップや軽減税率
制度が開始したことにより、様々な対
応が必要でした。今後も消費税に関す
る事務が定着するまでは、関与先の申
告のほか税務支援における納税者の
指導などについてご協力をお願いする
次第です。また、事業承継税制につい
ての中小企業経営者への周知は、まだ
まだこれからの状況です。令和５年３月
末までに特例承継計画を都道府県に
提出していないと、その後の相続・贈
与のときに納税猶予を受けることがで
きません。是非とも事業承継税制の活
用を顧問先に提案するなどの準備をお
願いいたします。これら以外にも、マイ
ナポータルや電子申告の普及、書面添
付制度の会員への周知、研修内容の
充実、受講機会の拡充、租税教育の推
進、倫理研修の実施など、重要課題が
山積です。今後も、税理士会の会務運
営につきましては、税理士会員皆様の
意見を取り入れつつ、税理士制度の発
展のために尽力する所存ですので、よ
ろしくお願いいたします。
　結びにあたり、近税正風会の益々の
ご隆盛と会員皆様方のご健勝とご活
躍を祈念申し上げ、新年のご挨拶とい
たします。

近税正風会 会長
衣目　修三

新年のご挨拶新年のご挨拶
近畿税理士会 会長

杉田  宗久
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　平成31年1月
18日、ホテル阪
急インターナショ
ナルにおいて、近
税正風会新春研
修会及び登録者
歓迎会が開催さ
れました。
　新春研修会は、
二部構成にて開
催され、まず上西
左大信先生を講
師にお招きして
「平成31年度税
政改正について」
ご講演いただき
ました。内容は本
年改正を迎える
消費税改正を中
心とした内容で、

その他にも雇用拡大に関する改正や、新設される森林環
境税についてもご講演いただきました。消費税の改正と
いっても今回は軽減税率を適用した複数税率に関する内
容です。需要変動の平準化に向けた取り組みとして、住宅
に係る処置や医療にかかる処置など詳しくご講演いただ
きました。また、第二部は田部純一先生を講師にお招きし

て「消費税の複数税率に対応する申告書の書き方につい
て」ご講演いただきました。消費税は平成元年に導入さ
れ、今回の新春研修会は平成最後の研修会となります。
今年の消費税改正があったからこその研修会の内容です
が、平成をしめくくる最後の研修会にふさわしい内容だっ
たと思います。
　研修会終了後は、6階の瑞鳥の間に会場を移して、「平
成31年度新規登録者歓迎会」が開催されました。衣目会
長の挨拶に始まり、新規登録の41名の先生方が登壇され
ご紹介されました。その後は、今崎桜美会会長の乾杯のご
発声をかわきりに、和やかな懇親会がスタートし会員と新
規登録者が親睦を深める歓迎会にふさわしい盛大な宴会
となりました。
　最後に、運営に携わられました近税正風会の会員先生
方に心よりお礼申し上げます。

（松尾　直城）

　令和元年7月22日、朝日生命ホールにて近税正風会
令和元年夏の研修会が開催されました。今回の研修会
は2部構成となっており、第1部は講師に内閣官房・企画
官・浅岡孝充氏を迎え「税理士が知っておくべき未来投
資戦略」と題して、ミスターマイナンバーとも呼ばれる浅
岡氏から、マイナンバー制度に関する最新の動向につい
てご講演をいただきました。税理士業務
と密接に関係する施策など、マイナン
バー制度のメリットが実感できる講演で
した。
　第2部は講師に税理士法人タクトコン
サルティングの税理士・山崎信義先生
を迎え「事業承継と税理士の関わり方」
と題して、近年増えている親族以外の

者に事業を引き継ぐ「親族外承継」について、実例をもと
に具体的な手法と税務上の留意点を分かりやすく解説
していただきました。
　いずれのご講演も正風会ならではの、あつく有意義な
研修会となりました。

（中島　清貴）

平成31年 新春研修会・登録者歓迎会平成31年 新春研修会・登録者歓迎会

令和元年 夏の研修会令和元年 夏の研修会

　令和2年度税制改正においては、引き続き、①人口減少・少子高齢化社会への対応、②働き方やライフコースの
多様化等への対応、③経済のグローバル化やデジタル化への対応、④デジタル化時代における納税環境整備、⑤持
続可能な地方税財政基盤の構築を中心に、改正が行われる見込みです。また、実務に影響のある期限切れとなる措
置も多くあり、適用の延長に伴い、適用要件の見直しが行われる可能性があります。
　そして、消費税関連においては昨年10月に軽減税率制度が施行され、この制度の導入に伴う実務上の留意事項
について再確認する必要があります。
　そこで、今回の研修会は与党の税制改正大綱及び各省庁の税制改正に係る資料を基礎に税理士の上西左大信
先生に令和2年度税制改正のポイントと消費税の複数税率適用後の留意点について解説していただきます。

日　時：
場　所：

令和2年1月17日（金）　午後2時（1時30分受付）
ホテル阪急インターナショナル

また、研修会の後には、懇親会並びに新規登録者歓迎会を開催いたします。
当日受付も行いますので、多くの先生方のご参加をお待ち申し上げております。

長の議案説明
ののち、原綱
宗役員選考委
員長より選考
の経過および
結果について
ご報告があり、
次期会長には
引き続き衣目
修三会員を、
執行役員及び
その他の役員
候補は会長一
任とすること
となりました。
　審議終了後には、杉田宗久近畿税理士会会長よ
り丁重なるご祝辞を賜り、祝電披露ののち、堤総務
局次長の閉会の言葉をもって、定期総会は閉会しま
した。
　定期総会後の意見交換会では、中山総務部長の
司会によりご来賓の紹介、衣目会長による開宴の挨
拶ののち、今崎民治桜美会会長より丁重なるご祝
辞を賜り、本田浩基桜志会会長による乾杯のご発
声により開宴となりました。開宴中は歓談を通じて
支部を越えた会員相互の親睦、交流を大いに深め、
九鬼総務局次長の中締めにより、盛会のうちに終宴
となりました。

　第45回定期総会が令和元年10月29日（火）午
後3時30分よりホテルグランヴィア大阪「鳳凰の
間」において、多数の会員のご出席のもと開催され
ました。
　藤林総務局次長の司会により物故者への黙祷、
ご臨席賜りましたご来賓の紹介が行われ、その後、
西浦総務局次長の開会の言葉に続いて、衣目会長
が挨拶を行いました。次に北支部大淀部会の西田
隆郎会員が議長に指名され、議事録署名人の選任

を行ったのち、上程され
た議案の審議に入りま
した。
　第1号議案「平成30
年度事業報告承認の
件」は田中総務局次長
並びに各担当部長が議
案説明を行い、第2号議
案「平成30年度収支計

算書及び財務諸表承認の件」は勘場財務部長が議
案説明を行い、その後、土井修監事より「適正に表
示している」旨の監査報告を受け、各号とも異議な
く原案どおり承認可決されました。
　第3号議案「令和元年度事業計画（案）承認の件」
と第4号議案「令和元年度収支予算（案）承認の件」
も西田議長のつつがない進行により、各号とも異議
なく原案どおり承認可決されました。
　第5号議案「本部役員改選の件」は田中総務局次

第45回  定  期  総  会
近税正風会

令和2年 新春研修会 並びに 登録者歓迎会 の ご案内
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　平成31年4月28日（日）、マグ・フットサルスタ
ジアム（大阪市住之江区）において、近税正風会
青年部阪南支部の主催による近税正風会青年部
第1回フットサル大会が参加6チームにより開催
されました。まずは近税正風会青年部から「平安
執行部チーム」「大淀(部会)FC」「泉支部チーム」
「阪南支部チーム」の4チームが構成され、そして
友好団体からは「研友会チーム」「桜志会チーム」
にご参加いただきました。
　今回の大会は平安青年部長の発案のもと、家
族参加型の親睦行事として開催したところ50名
を超える会員先生及びそのご家族にご参加を頂
きました。
　普段は事務職で40才前後の方々が激しい動き
をするイベントなので、まずは「お怪我のない様
に！」をプレー上の最注意事項として声高々に喚起
しました。

　実際には、プレーとは関係のないところでお一
人の先生が足のもつれにより見事に転んでました
が、子供達も交えて、皆様のご理解ご協力のもと、
終始和やかな雰囲気の中、大きな怪我もなく無事
に終了することが出来ました。
　プレー後の懇親会は、神原青年部阪南支部長
の挨拶の後、桜志会本田浩基会長の乾杯で開宴
し、大勢の方が、普段にはない運動の後の特別な
お酒の味に大変盛り上がりました。
　成績は下記の通り

　尚、フットサル大会の優勝チームには、皆さまよ
り「チーム平安が優勝って、空気を読め！」という温
かいお言葉が多数上っていましたことを申し添え
させて頂きます！　　　　　　　  （松井　勝彦）

　令和元年6月19日に梅田のマルビル『TOP30』
にて『税理士を語る会』を青年部制度委員会が主催
いたしました。
　税理士を語る会は他支部の会員との交流が少な
いであろう40歳以下の会員先生に集まっていただ
き、普段あまり意識しない税理士法や今後の働き方
などの話題をとおして、将来の近畿税理士会を担う
若い先生同士で話し合っていただきたいという趣
旨で開催致しました。
　43名の青年部の先生に参加いただき、ゲストと
して近畿税理士会より石原健次副会長、和田浩孝
前制度部長、親会より衣目修三会長にお越しいた
だきました。
　初めに石原副会長より『次期税理士法改正に関
する答申』について説明を受けた後、各テーブルで
テーマを決め、食事をしながら自由に話をしていた

だき、交流を深めていただき
ました。
　参加いただいた先生からは
「同じ境遇の方がいて、いい
刺激になりました。」「青年部
支部長として自分は引率のつ
もりで来たが、自分自身が勉
強になりました。」等のお言葉をいただきました。会
員先生が真剣に取り組み、有意義な時間になったこ
とが、私にとって一番の喜びでした。
　青年部も新しい執行部となり、新制度委員長に
茨木支部の太田聡先生が就任されます。引き続き
「税理士を語る会」が開催されましたら、私は青年部
茨木支部支部長として参加させていただこうと思
います。今後とも青年部制度委員会をよろしくお願
い申し上げます。　　　　　　　　 （外村　孝行）

優　勝
準優勝
3　位

　令和元年7月12日、第4回支部対抗ボウリング
大会が桜橋ボウルで開催されました。
　昨年までの会場であったイーグルボウルが閉館
となったため、桜橋ボウルでの初めての開催となり
ましたが、今年もボウリング参加者133名に加え、
自支部の応援にたくさんの方が駆けつけてくださっ
たため、会場は多くの会員先生で溢れ大変盛り上
がりました。
　また、大阪の夜景が見渡せる会場で行われた懇

親会では、団体戦・個人戦の成績発表が行われまし
た。特に団体戦の成績は、最下位となった支部が次
回の幹事になるというルールがあるため、優勝より
もどこが最下位かということの方に注目が集まり、
順位が読み上げられるたびに歓声よりも安堵の声
が多く聞こえました。
　見事優勝したのは「茨木支部」。そして最下位は、
なんと「親会」となりました。
　ゲストとしてお招きしておきながら次回の幹事を

本当に「親会」にしていただくの
か…
　来年の執行部への大きな申し
送り事項となりました(笑)。
　ボウリングをする方もしない方
も一緒に盛り上がることができ、
大盛況のうちに終了しました。

（中谷　潤）

青年部 ボウリング大会青年部 ボウリング大会青年部 ボウリング大会

個人戦

団体戦

優　勝
準優勝
3　位

優　勝
準優勝
3　位

優　勝
準優勝
3　位

山本勝美 79 11.16 67.84
グロス ハンデ ネット

神戸支部

米満祥典 84 15.48 68.52北支部

大森　肇

神戸支部
東支部
北支部

95 26.28 68.72東支部

　令和元年8月26日、兵庫県宝塚市の宝塚ゴルフ倶楽部において
第41回近税正風会ゴルフ大会が開催されました。
　当日は晴天、微風と最高のコンディションの中でプレーが行われ
ました。競技方法はHDCP上限なしのダブルペリア方式で行われ、
ゴルフの腕前に関係なく幅広く楽しむことができました。
　プレー後の成績発表では、平安青年部長のご挨拶、衣目会長の
乾杯ご発声のあと順次表彰されていきました。賞品を手にされた方
は、皆笑顔がはじけていました。毎年のことですが、女性の先生には
必ず賞品が当たるという女性に優しいゴルフコンペでした。
　来年以降もたくさんの先生方のご参加を期待します！

（中野　誠）

青年部 ゴルフ大会青年部 ゴルフ大会青年部 ゴルフ大会

青年部 税理士を語る会青年部 税理士を語る会青年部 税理士を語る会

青年部 フットサル大会青年部 フットサル大会青年部 フットサル大会

優勝

2位

3位

4位

5位

6位

優勝

2位

3位

4位

5位

6位

フットサル大会 PK大会
平安執行部チーム

桜志会チーム

大淀（部会）FC

泉支部チーム

研友会チーム

阪南支部チーム

大淀（部会）FC

平安執行部チーム

阪南支部チーム

桜志会チーム

研友会チーム

泉支部チーム
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常務理事 抱負・活動予定常務理事 抱負・活動予定
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　昨年12月下旬に各部・委員会から令和２年度
の事業計画案・事業費予算案が提出されました。
今月より、これらを精査させていただき、総務部
の協力のもと令和2年度の予算原案を編成、併
せて、令和元年度の決算書類案を作成すべく活
動してまいります。
　さらに、昨年に引き続き、滞納会費徴収整理規
程に基づき、会費滞納者への円滑な徴収及び整
理を粛々と行ってまいります。
　近畿税理士会の会務は、会員の皆様から納付
いただきました会費を財政基盤として運営され
ています。その会費を扱うということを肝に銘じ、
諸々の事項を勘案し、適正な予算執行と節減に
努めてまいる所存です。先生方には、今度ともご
支援ご協力を賜りますようお願いいたします。

　新年、あけましておめでとうございます。昨年7
月に、経理部長を拝命いたしました城南支部天
王寺部会の辻本です。改めまして昨年の役員改
選の折には、近税正風会からのご推薦をいただ
きましたことを、衷心よりお礼申し上げます。経理
部の主な所掌事項は、予算及び決算に関する事
項、その他経理の取扱いに関する事項となって
います。　

経理部長

辻本　典彦

経理規程等に基づく
厳正な会務運営

執行副会長の紹介執行副会長の紹介
　第44回定期総会（平成30年10月31日開催）において会則一部改正案を議案
として提出し満場一致にて承認をいただきました。その結果を受け、第45回定期
総会（令和元年10月29日開催）終了の翌日より新たな近税正風会会則に則り、
新体制にて会務運営を執行していきます。会則第17条においては「会長及び執
行副会長は、各部を統括し、本会の運営及び事業活動を執行する。」となっている
ように新たに執行副会長が選任、就任しました。
　そこで新たに就任した7名の執行副会長を紹介いたします。

　会長と新たに就任した7名の執行副会長が、総務部、財務部、制度研究部、広報
部、組織部、事業部そして青年部の各部を統括し、本会の運営と事業活動を執行
していきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

執行副会長
田中　貞治太田　洋士 堤　昌  彦

九鬼　郁雄

勘場　義明

森　紀世子 西浦　文彦
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指導連絡部長

後藤　加代子

をする準備をしていくうちに、会務のことが少し
ずつ頭に入ってきました。いままで支部の役員
の立場で、また支部長までしていたのに、こんな
中途半端な知識で支部運営をしていたのかと
自分でも驚くばかりです。
　現在、本会や支部の業務が多岐にわたってき
ており、また、支部も会員の少ない小規模支部
から何百人という大きな支部までさまざまです。
その立場の違いによって支部の役員の先生方
の考え方も違っていますし、業務の負担もそれ
ぞれ違ってきています。業務の効率化を図り会
務の負担を少しでも軽くし、スムーズな支部運
営ができるよう力を注ぎたいと思っています。
　近税正風会の会員先生方にはご支援ご協力
を賜りますようよろしくお願い致します。

　令和元年7月に指導連絡部長を拝命いたしま
した後藤加代子です。この度初めて近税正風会
のご推薦により理事に就任いたしました。誠心
誠意、心を込めて会務に励みたいと思っており
ます。
　右も左もわからないうちに、次から次へと支
部連会長会・支部長会、本会と支部役員との連
絡会議が押し寄せて来て、溺れんばかりの状態
です。諸規定の関連部分を熟読し、会議で説明

研修部長

山田　由美子

受講時間0時間の会員も8.0％（1168名）存在
します。近畿税理士会綱紀規則第16条で「税理
士会員は、その資質の向上を図るため、本会及び
連合会が行う研修を受けなければならない。」と
定められております。1人でも多くの会員に研修
会に参加していただけるよう、研修機会の確保
のためライブ配信にいままで以上に力を注いで
いきたいと思います。さらに個別ライブ配信につ
いても今年度は12月と2月の2回、開催する予
定です。おおむねご好評をいただいております
が、支部の協調融和の妨げになるという意見もあ
りますので、会場参加型研修との共存と、より一
層の研修機会の拡充を目指して頑張っていきた
いと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

　新年明けましておめでとうございます。令和元
年7月に近畿税理士会の研修部長を拝命いたし
ました山田由美子です。今回初めて近税正風会
の推薦を受け、近畿税理士会で初めての理事に
就任し、さらに初めての常務理事という重責に身
の引き締まる思いでございます。
　平成30年度の受講率は研修時間等の公表に
より会員の意識も向上し78.7％となりましたが、

三谷　英彰

国際部の活動予定

出席者への対応　④他団体主催のセミナー情報の
本会ホームページ「国際的業務に関する情報」への
提供などを予定していますが、⑤海外から日本に進
出してきた企業等が税務コンサルティングを受けら
れる相談員の登録制度につき、新たな枠組みで運用
できるよう検討を進めていきたいと考えております。
　釜山地方税務士会との学術交流会は、両国の税
制及び両会の制度や業務に関する様々な課題に、
質問形式で意見交換を行うものですが、資料が、
本会ホームページ「学術交流会資料（釜山地方税
務士会）」に掲載していますので、ご参照ください。
　会員の国際的業務に備え、国際関係諸団体と
情報ネットワークを構築しておく必要があります。
今後とも、国際部の活動へのご理解・ご協力をお
願い申し上げます。

　新年あけまして、おめでとうございます。昨年７
月に国際部長を拝命しました三谷英彰です。どう
ぞ、よろしくお願いいたします。
　国際部の活動予定ですが、①釜山地方税務士会
との学術交流会の開催　②２度の国際セミナーの開
催　③領事館や近畿の国際関係諸団体との交流を
目的としたセミナーやレセプションへの出席及び本
会の定期総会懇親会や新年賀詞交歓会への案内と

税務支援対策部長

大西　尚史

国際部長

　年々税理士を取り巻く環境が変化するなかで、
独自事業・受託事業・協議派遣事業から成ります税
務支援事業は、税理士の社会公共性と社会貢献を
基軸とした事業で、無償独占及び強制入会制度を
堅持し、税理士制度を守るための根幹の事業です。
　特に本年は消費税改正後、初めての確定申告を
迎えます。消費税軽減税率制度に特化した記帳指
導、地区相談会場など従前以上の指導体制で臨む
ことになりますが、会員先生方のより一層のご協力
を賜りますようよろしくお願いします。
　結びになりますが、近税正風会の会員の皆様に
おかれましては、新年を迎えるあたり、ご健勝ご多
幸を祈りますとともに、正風会綱領にも謳っていま
す和の精神に基づき、ご指導賜りますようよろしく
お願いいたします。

　近税正風会よりご推薦いただき、令和元年7月よ
り税務支援対策部長を拝命しました豊能支部所属
の大西尚史でございます。税務支援対策部は前期
副部長から二期目となります。
　会員先生方におかれましては、平素より税務支
援対策事業に対しまして、深いご理解とご協力を賜
りますこと、この場をお借りしまして厚く御礼申し上
げます。

調査研究部長

前川　武政

　令和元年7月に調査研究部長を拝命いたしまし
た北支部大淀部会の前川武政です。
　近畿税理士会の本年度の事業計画では、調査研
究部は、①税制等に関する調査研究を行い、建議・
要望を取りまとめて発表する。②大学との学術交流
を行う。③セミナーへの講師を派遣する。等とありま
す。この計画に沿って具体的には、①支部や会員よ

り寄せられた税制改正の意見を取りまとめ意見書
として日本税理士会連合会へ提出し、建議書の作
成・提出に関わる。②本年度は関西大学経済学部
において寄附講座を開講し、学生に対して税につ
いての知識と税理士の魅力を伝える。③多方面か
らの依頼に応じてセミナー等への講師派遣を行う
という活動をしています。また他にも、弁護士会と
の事例研究会を開催したり、部独自でテーマを選

定して研究し、その成果を会員へ報告するセミナー
の企画もしています。
　部会回数は非常に多いのですが、日々の活動状
況やその成果が会員の皆さまに伝わりにくい部なの
ではないかと感じています。部員の努力が報われる
ように、また、会員の皆様からの意見や要望を形にで
きるようにしっかりと取り組み、青年部の先生方が行
ってみたいと言われれる部を目指して頑張ります。

効果的な税務支援を!!

スムーズな支部運営の
一助となれるよう

一事業年度に36時間
以上の研修の受講を！！

魅力ある調査研究部！
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　この度、青年部財務委員長を拝命いたしました泉支部・岸和田部会の山本恭太
郎と申します。
　財務委員会では本部財務部と連携を図り、青年部主催事業における入出金管理
を行います。また、各種イベント開催時には受付業務を行います。至らぬ点も多々あ
るかと思いますが、担当事務局次長、委員の先生方の力をお借りしながら、誠心誠
意業務に取り組んで参りたいと思います。会員先生方のあたたかいご支援ご協力
を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　この度、青年部組織委員長を拝命いたしました南支部・浪速部会の金本昌史と申し
ます。組織委員会は、毎月の近畿税理士会証票伝達式や登録者歓迎会での勧誘、つ
ぼみの会の開催、会員名簿の作成が主な活動です。
　経験も少なく不慣れな点が多いですが、組織委員には素晴らしい先生方が沢山お
られますので、組織委員一丸となって正風会会員の増強に努め、青年部を盛り上げて
いきたいと思います。
　皆様のあたたかいご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　この度、青年部厚生委員長を拝命いたしました淀川支部・西淀川部会の酒井勇
樹と申します。厚生委員会では、ボウリング大会・ゴルフ大会・青年部大会といった
会員先生方の相互交流や親睦を深める場を企画・運営いたします。これらのイベン
トをきっかけに、一人でも多く近税正風会の活動に参加して頂けるように、厚生委員
会一丸となって、盛り上げて参ります。至らない点も多々あるかと存じますが、誠心
誠意取り組んで参る所存でございます。なにとぞ会員先生方のあたたかいご支援、
ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　この度、青年部制度委員長を拝命いたしました茨木支部・茨木部会の太田聡と
申します。制度委員会では、税理士制度その他の調査研究を行っております。青年
部の会員先生方に税理士制度についての見識を深めていただく一助となりますよ
う努めてまいります。
　不慣れではございますが、担当事務局次長、委員の先生方と協力して精一杯取
り組む所存でございますので、皆様のご支援・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

　この度、青年部広報委員長を拝命いたしました阪南支部・住吉部会の松井
勝彦と申します。広報委員会は青年部の活動状況を多くの先生に知っていただ
くために研修会、懇親会、ゴルフ大会等、各種行事の写真撮影と原稿執筆依頼
を行っております。また、近畿税理士会の理事会傍聴に参加いただく会員先生
の手配も行っております。広報委員会一同、誠心誠意取り組んで参りますので、
ご支援ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　この度、近税正風会青年部長を拝命いたしました奈良県支部・奈良部会の辻浩
臣と申します。今さらながらにその職責の重さに身の引き締まる思いであります。歴
代の青年部長先生方が残してこられた立派な伝統を汚すことなく、より一層の発展
に全力を尽くす所存でございます。
　8年前に同支部の新屋珠美先生にお声がけいただき、榮村青年部長のもと制度
委員会に参加させていただき、山本青年部長の時は同じく制度委員会、前川青年部
長の時に財務次長、平安青年部長の時に組織次長を経験させていただきました。
　これまでの4期8年の間に色々な先輩先生方、青年部の先生方と仲良くなり、大
変有意義な楽しい時間を過ごさせていただきました。
　この正風会青年部活動で経験させていただいた有意義で楽しい経験を若い先
生方に伝えながら一緒に「楽しい青年部活動」をしていけたらと考えております。
　青年部活動におきましては、先輩先生方、青年部会員先生方の大きなお力添え
をいただかなければ何事も出来ませんのでご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し
上げます。

財務委員長
山本 恭太郎

組織委員長
金本 昌史

厚生委員長
酒井 勇樹

制度委員長
太田　聡

広報委員長
松井 勝彦

青年部長
辻　浩臣

　この度、青年部事業委員長を拝命いたしました東大阪支部・富田林部会の
上谷真生と申します。このような大役を仰せつかることとなり、非常に身の引き
締まる思いです。
　事業委員会の主な活動内容は、青年部大会での研修会の企画・運営と、本部
主催の研修会の運営補助です。会員先生方の実務に有用な研修会を実施でき
るよう、何分不慣れではございますが、担当事務局次長や委員の先生方の力を
お借りしながら、精一杯取り組んでまいりますので、今後とも、ご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。

　この度、青年部総務委員長を拝命いたしました奈良県支部・葛城部会の角井
崇文と申します。
　青年部本部では、総務部に2年間所属しておりますが、有田前委員長の指示通
りに動くだけでした。
　委員長は荷が重いですが、これからの2年間、辻青年部長を支えるために、担
当事務局次長並びに委員の先生方と協力して、青年部活動を盛り上げていける
よう努力いたします。
　今後とも、ご指導、ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　この度、青年部事務局長を拝命いたしました泉支部・岸和田部会の山田晴彦と
申します。青年部事務局長という大役を仰せつかったことは、大変名誉なことでは
ありますが、同時に、その歴史の重さも実感し、身の引き締まる思いであります。今
回、委員長、事務局次長、そして、本部役員をお引き受けくださいました先生方の力
をお借りし、辻青年部長を支え、青年部の皆様と共に楽しく青年部活動を行ってい
けるよう努めて参ります。浅学非才の身でありますため、至らぬ点があるかと思いま
すが、皆様のご指導を仰ぎながら誠心誠意頑張って参りますので、ご支援ご協力を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

事務局長
山田 晴彦

総務委員長
角井 崇文

事業委員長
上谷 真生

青年部　本部役員紹介
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ご入会のお申し込み、その他お問い合わせはこちらまで

近税正風会は、税理士の使命に則り、会員の人格の陶冶、専門的技能の涵養に務めると
共に、良識ある税理士の団体として、和の精神に基づく対話と協調により、近畿税理士会
ひいては日本税理士会連合会の活力ある会務の遂行に寄与し、以て健全な税理士制度の
発展を図る。

近税正風会事務局

　会員先生方には近税正風会の会務運営につきまして、常に温かいご協力を賜り、有り難く
厚く御礼申し上げます。
　近税正風会では、寄附金を９月と２月の年２回に分けてお願いすることとさせて頂いてお
り、去る令和元年９月末日を期日とさせて頂いた第１回目の寄附金につきましては、多大の
ご支援を賜り着々と成果を挙げております。
　第2回目の寄附金のお願い（令和２年２月末日期日）は、１月中旬頃にお送り致します。
　出費ご多端の折、誠に恐縮ですが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※会員専用ページへのアクセスには IDとパスワードが必要です。近税正風会事務局までお問い合せ下さい。

〒540-0034  大阪市中央区島町 1丁目 2番 3号　三和ビル 4階
TEL 06‒6942‒7090　FAX 06‒6943‒0183

http://www.kinzei-seifukai.com

近税正風会 検索

近税正風会は、当時、混乱していた税理士会の会務運営を正常化することを目的に、見識ある税理
士有志により、昭和50年１月24日に設立されました。
以後、近税正風会は、税理士会の正常で活力のある会務運営に寄与するために活動しており
現在では近畿税理士会14,500名を超える会員の内、約7,000名の会員が近税正風会に所属
しています。
近畿税理士会の会長をはじめとして多数の役員を近税正風会が推薦し応援しております。また、
推薦させて頂いた役員諸氏は、真に税理士の未来を考え、真摯に会務を遂行して頂いております。
近税正風会は、対話と協調を基本理念とし、適切な税理士制度の発展のために、尽力しています。

● 近税正風会　綱領 ●

● お礼とご寄附のお願い ●

● 近税正風会の成り立ちと現状 ●

令和元年認定研修一覧
開催年月日 主　　　催 開催場所 研修内容（テーマ） 時間数

第一部 所得税の主な改正等
第二部 個人版事業承継税制のあらまし
第三部 国際戦略ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝに基づく取組方針について

2.0アウィーナ大阪R1.10.1 東大阪支部

多様な納付手段について
個人課税における税制改正点について
事業承継税制の改正点について
消費税の軽減税率制度について

2.0住吉大社 吉祥殿R1.10.17 阪南支部

H31.1.14 青年部 兵庫県西支部 1.0城崎温泉 天望苑 租税教室やセミナーの講師をする際のコツと注意事項
第一部 平成31年度税制改正
第二部 消費税の複数税率に対応する申告書の書き方H31.1.18 3.0ホテル阪急インターナショナル近税正風会 本部

第一部 消費税の軽減税率について
第二部 最近の税務行政H31.3.28 3.0京都タワーホテル京都府支部 下京部会

第一部 税理士が知っておくべき未来投資戦略
第二部 事業承継と税理士の関わり方R1.7.22 3.0朝日生命ホール近税正風会 本部

第一部 アジアの経済情勢
第二部 改正消費税についてR1.8.20 2.0京都ガーデンパレス京都府支部

第一部 事業承継税制
第二部 ディスカッションR1.9.30 2.0ホテルグランヴィア大阪北支部

消費税の軽減税率制度の実施を迎えて
税務よもやまばなしR1.9.30 2.5京都タワーホテル京都府支部 下京部会

令和元年度法人税法改正について
消費税インボイス制度についてR1.10.8 1.0大阪キャッスルホテル東支部

消費税の軽減税率について
所得税の改正内容についてR1.10.18 1.5ホテル アイボリー青年部 豊能支部

平成31年度改正税法を含めた誤りやすい事例研修
（法人税、資産税）と税理士法関係R1.5.9 3.0生田神社会館青年部 神戸支部

管理運営10年史について
滞納整理事例についてR1.6.14 1.5エル・おおさか青年部 東支部

H31.1.24 2.0加古川プラザホテル 税法上の諸問題について青年部
神戸支部 加古川部会

R1.6.3 1.5加古川プラザホテル 税法上の諸問題について青年部
神戸支部 加古川部会

R1.9.24 2.0加古川プラザホテル 税法上の諸問題について青年部
神戸支部 加古川部会

R1.8.19 2.0加古川プラザホテル 税のよもやま話～記帳・申告・調査～青年部
神戸支部 加古川部会

H31.1.25 青年部 阪南支部 1.0住吉大社 吉祥殿 消費税の軽減税率制度について

R1.6.4 京都府支部 右京部会 2.0アークホテル京都 改正税法・通達等

R1.7.2 兵庫県東支部 1.5都ホテル尼崎 儲かる事務所経営について

R1.9.12 青年部 兵庫県西支部 1.5イーグレ姫路 働き方改革関連法について

R1.10.2 南支部 1.0大成閣 税務をめぐる留意点

R1.10.21 京都府支部 上京部会 1.0京都ブライトンホテル 税制改正について
資産課税に関する誤りやすい事例
法人税及び消費税に関する誤りやすい事例 R1.11.6 1.5ルミエール華月殿和歌山県支部

国際課税について
源泉所得税についてR1.12.17 1.5エル・おおさか青年部 東支部

R1.11.11 青年部 兵庫東支部 2.0西宮神社会館 改正税法の概要について
R1.12.12 青年部 京都府支部 2.5からすま京都ホテル 年末調整の留意事項

R1.10.3 西支部 1.0アートホテル大阪ベイタワー 税務上の諸問題について
R1.10.3 奈良県支部 2.0奈良ロイヤルホテル 改正税法の概要について
R1.10.4 京都府支部 右京部会 2.0アークホテル京都 改正税法・通達等
R1.10.4 淀川支部 1.0ホテルプラザオーサカ 税理士と税務署幹部との討論会
R1.10.7 青年部 茨木支部 2.0茨木市福祉文化会館 税務行政の諸問題について

R1.10.16 泉支部 1.5ホテルレイクスターアルザ泉大津 各税法における留意点について

H31.3.19 和歌山県支部 1.5和歌山県税理士会館 保険に関する税務及び会計処理について
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